
（別紙１－３） 

販売店概要書 

（１）販売店に関する事項（審査対象事項） 
整理番号 

（記入不要） 
 

１．販売店の名称・所在地等 

名 称 

ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾗｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

代表者氏名 

ﾀﾞ）ﾋﾗｼｷ ﾖｼﾀｶ 

株式会社 ﾗｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 
代表取締役 

平識 善隆 

所 在 地 

〒543-0002 
電話番号 06-4306-7100 

大阪府大阪市天王寺区上汐 3-8-24 

ﾗｲｽﾞ上汐ﾋﾞﾙ 8階 ＦＡＸ番号 06-4306-9812 

連 絡 

担 当 者 

所属  電話番号 同上 

氏名 

ﾊｼﾓﾄ ｴﾘｶ 

E-Mail service@risecorp.jp 
橋本 絵梨佳 

２．自主行動基準又は自主的な行動基準の届出 
■ 自主行動基準 

□ 自主的な行動基準 

公開ＵＲＬ  

３．維持保全に係る窓口 

所 在 地 

〒543-0002 
電話番号 06-4306-7100 

大阪府大阪市天王寺区上汐 3-8-24 

ﾗｲｽﾞ上汐ﾋﾞﾙ 8階 ＦＡＸ番号 06-4306-9812 

連 絡 

担 当 者 

所属  電話番号 同上 

氏名 

ﾊｼﾓﾄ ｴﾘｶ 

E-Mail service@risecorp.jp 
橋本 絵梨佳 
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４．大阪府内における過去３年間の販売実績（行が足りない場合には適宜追加ください。）

（太陽光発電システム登録製造者製の太陽光発電システム設置工事販売実績があるものに限る。） 

登録番号 太陽光発電システム登録施工店名 
過去３年間の販売実績（件） 

３年前 ２年前 １年前 

  168 152 121 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合 計 168 152 121 
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（２）販売店に関する事項（参考内容） 

１．府民向け問い合わせ先 

電話 0120-710-056 ホームページ https://risecorp.jp/ 

２．業種（次の中から一つ選択して下さい。） 

■ 太陽光発電（蓄電池）システム施工・販売店 

□ リフォーム専門店 

□ 大工・工務店 

□ 電気店 

□ ハウスメーカー 

□ その他（          ） 

３．資本金等 

資本金 1,000万円 
売上高 

（直近） 
87000万円 従業員数 30人 

４．取り扱い太陽光発電（蓄電池）システム登録製造者名 

登録番号 太陽光発電（蓄電池）システム登録製造者名 

製 2012-1 カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 

製 2013-2 京セラ株式会社 

製 2013-3 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社 

製 2014-1 シャープ株式会社 

製 2015-8 長州産業株式会社 

製 2016-1 ハンファジャパン株式会社 

製 2020-1 ダイヤゼブラ電機株式会社 

製 2020-2 オムロンソーシアルソリューション株式会社 

製 2020-3 株式会社エクソル 

製 2020-4 デルタ電子株式会社 

製 2021-1 住友電工株式会社 

製 2023-1 ニチコン株式会社 

製 2025-1 ＷＷＢ株式会社 
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５．取り扱い太陽光発電（蓄電池）システム登録施工店名 

登録番号 太陽光発電（蓄電池）システム登録施工店名 
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６．販売店 独自の事業 

（一部の施工店とのみ共同して行なうものを除く。） 

事 業 名 事 業 概 要 

建築業 建築工事の設計・施工・請負および監理 

大工工事・内装仕上工事業 

機器販売及び取付工事業 太陽光発電システムの販売及び施工 

オール電化システム・空調機器等の卸及び施工 

施工・保守点検 

電気工事業 電気工事業・屋根工事及び外壁塗装工事業 

７．相談・クレーム処理体制  

相談・クレーム等あったときの対応方法を具体的に記入ください。 

① 営業担当及び会社の方へ 

お客様より相談・クレームが入る 

② 営業責任者にてお客様からのご意見をしっかりお聞きした上で 

誠意を持って迅速に対応 

③ クレーム処理後 

営業責任者より営業担当へ内容の指導を徹底する 
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（３）太陽光発電（蓄電池）システム登録施工店に関する事項（参考内容） 

太陽光発電（蓄電池）システム登録施工店毎に作成してください。 

１．太陽光発電（蓄電池）システム登録施工店 

登録番号  名称  

２．過去３年間の販売実績 441件 

３．太陽光パネル設置事業を実施できるエリア 

（ブロック内の全市町村実施可能：○、ブロック内で一部実施可能な市町村あり：（右

欄に実施可能な市町村名を記入）、ブロック内の全市町村実施不可能：－） 

大阪市内 ○  

豊能（豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町） ○  

三島（吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町） ○  

北河内（守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、

四條畷市、交野市） 
○  

中河内（八尾市、柏原市、東大阪市） ○  

南河内（富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、 

藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村） 
○  

泉北（堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町） ○  

泉南（岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、

熊取町、田尻町、岬町） 
○  

４．販売店が請求する費用の目安 

＊次の条件において、代表的な費用（リフォームに関する費用を除く）をご記入ください。 

・築 10 年程度の２階建て木造住宅（在来工法）の屋根に定格出力 3.5kW の太陽電池モジュールを載

せる。 

・建築基準法第 7 条第 5 項の規定による検査済証及びの当事の図面があり、その後、改修工事を行

っていない。 

・構造耐力は、建築基準法施行令第３章（構造強度） 第 1節から第 4 節までに規定されている仕様

である。 

・太陽電池モジュールを屋根に載せても、建築基準法施行令第 43 条第 1 項の表及び第 46 条第 4 項

の表２の区分が変わらない。 

・容易に外壁に穴を明けることができる。 

・足場を容易に架けることができる。 

約 150万円 
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※太陽光発電システム登録販売店が蓄電池システム登録販売店の申請をする場合は、追加及び

変更箇所のみ記載すること。 

※不要な文字は抹消すること。 

５．上記条件の住宅が複数戸あった場合の割引率 

概ね、何戸集まれば、どの程度割引があるか、ご記入ください。 

また、その他条件等がございましたら、ご自由にご記入ください。 

戸数 戸 割引率 ％ 

条件等： 

６．販売店 独自の事業 

（当該太陽光発電（蓄電池）システム登録施工店とのみ共同して行なうものに限る。） 

事 業 名 事 業 概 要 

  

  

  

 


